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第１０章 防災思想普及・啓発計画 

防災関係職員及び一般住民に対する災害予防応急対策等防災知識の普及は、本計画の定めると

ころによる。 

  

１ 実施責任者 

（１）町及び防災関係機関は、災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員に対して防災

に関する教育、研修、訓練を行うとともに、一般住民に対して防災知識の普及・啓発を図り、

防災活動の的確かつ円滑な実施に努める。 

（２）防災知識の普及・啓発にあたっては、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦等の災害

時要援護者に十分配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制が確立されるよう努

めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進

を図るものとする。 

（３）地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の提供、

学校における防災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとする。特に、

水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努め

るものとする。また、学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進

にも努めるものとする。 

（４）各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施され

るよう、水害･土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとする。 

（５）防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー）

の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の促進を図るものとする。 

（６）防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レ

ベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取

組を推進する。 

 

２ 普及・啓発の方法 

防災知識の普及・啓発は、次の方法により行うものとする。 

（１）各種防災訓練の参加普及 

（２）ラジオ、テレビ、有線放送施設の活用 

（３）新聞、広報誌等の活用 

（４）映画、スライド、ビデオ等の作成及び活用 

（５）広報車両の利用 

（６）パンフレットの配布 

（７）講習会、後援会等の開催 

（８）その他 
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３ 普及・啓発を要する事項 

（１）町計画の概要 

（２）災害の予防措置 

① 防災の心得 

② 火災予防の心得 

③ 台風襲来時の家庭の保全方法 

④ 農作物の災害予防事前措置 

⑤ 船舶等の避難措置 

⑥ その他 

（３）災害の応急措置 

① 災害対策の組織、編成、分掌事項 

② 災害の調査及び報告の要領、連絡方法 

③ 防疫の心得及び消毒方法、清潔方法の要領 

④ 災害時の心得 

ア 気象情報の種別と対策 

イ 避難時の心得 

ウ 被災世帯の心得 

（４）災害復旧措置 

① 被災農作物に対する応急措置 

② その他 

その他必要な事項 

 

４ 学校等教育関係機関における防災思想の普及・啓発 

（１）学校においては、児童生徒等に対し、災害の現象、災害の予防等の知識の向上及び防災の実践

活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進する。 

（２）児童生徒等に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に関する研修機会の充

実等に努める。 

（３）防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童生徒等の発達段階等の実態に応じた内容のもの

として実施する。 

（４）社会教育においては、ＰＴＡ、成人学級、青年団体、女性団体等の会合や各種研究集会等の機

会を活用し、災害の現象、防災の心構え等の防災意識の普及に努める。 

 

５ 普及・啓発の時期 

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン及び防災とボラン

ティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内容により最も効果のある時期を選んで行うものと

する。 

 


